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有料老人ホーム重要事項説明書 

 

 

                        作成日 令和 3 年 7 月１日 

１ 事業主体概要 

事業主体名 社会福祉法人 道志会 

代表者名 理事長 川邊 溪子 

所在地 神奈川県綾瀬市早川城山二丁目11番3号 

電話番号 0467-76-3399 

ホームページアドレス http://www.doushikai.or.jp/ 

資本金(基本財産) ― 

主な出資者(出捐者)とそ

の金額又は比率 ※１ 
― 

設立年月日 昭和56年5月12日 

直近の事業収支決算額 ※２ (収益)1031.5百万円 (費用)927.8百万円 (損益)103.7百万円 

主要取引金融機関 横浜銀行 南海老名支店 

会計監査人との契約 無・有（       ） 

他の主な事業 

特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、居宅介護支援 

センター、短期入所生活介護、生活援助員派遣、地域包括 

支援センター 

 

※ 原則として、収益は売上高＋営業外収益、費用は売上原価＋販売費及び一般管理費＋ 

営業外費用、損益は経常利益とする。 

２ 施設概要 

施設名 ヴィラ城山 

所在地 〒252-1127 神奈川県綾瀬市早川城山二丁目13番5号 

施設の類型

及び表示事

項 

類型 
① 介護付（ 一般型 ・外部サービス利用型） 

２住宅型  ３ 健康型 

居住の権利形態 
①利用権方式   ２ 建物賃貸借方式 

３ 終身建物賃貸借方式 

入居時の要件 
１ 自立   ２ 要介護  ３ 要支援・要介護 

④自立・要支援・要介護 

介護保険 

① 県指定介護保険特定施設 

(番号:1474400460、指定年月日:平成24年4月1日) 

(番号:1474400460、指定年月日:平成24年4月1日(介護予防)) 

介護専用型・混合型・混合型（外部サービス利用型）・地域密着型 

・介護予防・介護予防（外部サービス利用型） 

２ 介護保険在宅サービス利用可 

居室区分 ① 全室個室（夫婦等居室含む） ２ 相部屋あり 

介護に関わる職員体制 3：1 以上 

提携ホームの利用等 無・有（           ） 

開設年月日 2011年10月25日 

施設の管理者名 井上 克治 
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電話番号/FAX 0467-78-6625/0467-77-2026 

メールアドレス Villa＠doushikai.or.jp 

交通の便 ※３ 

海老名駅(小田急・相鉄・ＪＲ相模線)より約5km 

相鉄バス④番線綾瀬市役所行(小園団地経由又は早川経由) 

「城山公園」下車、徒歩約3分(240ｍ) 

ホームページアドレス http://villashiroyama.jp/ 

敷地概要 ※４ 

権利形態 所有 ・ 借地 

(借地の場合の契約形態) 通常借地契約・定期借地契約 

(借地の場合の契約期間)   年 月 日～ 年 月 日 

(通常借地契約における自動更新条項の有無)  有・無 

敷地面積 3,430.97㎡ 

建物概要 

権利形態 所有 ・ 借家 

(借家の場合の契約形態) 通常借家契約・定期借家契約 

(借家の場合の契約期間)   年 月 日～ 年 月 日 

(通常借家契約における自動更新条項の有無)  有・無 

建物の構造 鉄筋コンクリート造 地下－階 地上6階建(耐火・

準耐火・その他) 

延床面積 5,909.95㎡（うち有料老人ホーム 5,873.95㎡） 

建築年月日 2011年10月12日建築 

改築年月日   年 月 日改築 

建築確認の用途指定 有料老人ホーム・その他(    ) 

居室、一時介護室の概要 

居室総数  106室   定員 135人(一時介護室を除く) 

(内訳) 

 

 居室定員 室 数 面  積 

 

居室 

個  室 106室 18.00㎡～ 66.13㎡ 

 うち２人定員 29室 36.00㎡～ 66.13㎡ 

２人部屋（相部屋）  －室    ㎡～   ㎡ 

人部屋（相部屋）  －室    ㎡～   ㎡ 

一時介護

室 

個  室  －室    ㎡～   ㎡ 

２人部屋（相部屋）  －室    ㎡～   ㎡ 

 人部屋（相部屋）  －室    ㎡～   ㎡ 

 ※上記居室の内、介護居室(個室)   49室 18.00㎡～27.27㎡ 

         介護居室(2人定員) 1室 54.18㎡ 

共用施設・設備の概要（設

置箇所、面積、設備の整備

状況等） 

共同生活室(ﾕﾆｯﾄｹｱの場合) 設置階 －      (     ㎡) 

食堂 

設置階 1階     (    242.40㎡) 

        2階     (     81.31㎡) 

    4階     (     99.81㎡) 

浴室(一般浴槽) 

設置階 2階共用   (     17.35㎡) 

3階男性   (   19.80㎡) 

3階女性   (   25.52㎡) 

    4階共用・中間浴  (29.24㎡) 

浴室(特別浴槽) 設置階 2階     (   13.35㎡) 

便所 設置箇所 各居室、1～5階に共用 

洗面設備 設置箇所 各居室、1～5階に共用 

医務室(健康管理室) 設置階 1階(18.00㎡)  2階(12.92㎡) 

談話室 設置階 2～6階      (各階 27.62㎡) 
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応接室/面談室 
設置階 相談室 1階  (   18.00㎡) 

    相談室 2階  (     13.86㎡) 

事務室 設置階 1階 

宿直室 設置階 1階 

洗濯室 
設置階  2階      3階       4階 

    (9.98㎡) (10.08㎡) (9.80㎡) 

汚物処理室 設置階  2,3,4階 

看護・介護職員室 設置階 2,4階 

機能訓練室 

設置階 1階     (    242.40㎡) 

2階     (    81.31㎡) 

4階     (     99.81㎡) 

他の共用施設との兼用 無・有 

(1,2,4階の食堂と兼用) 

健康・生きがい施設 

設置階 喫茶室1階    ( 30.67㎡) 

美術展示室1階  ( 30.90㎡) 

ロビー1階     ( 77.00㎡) 

娯楽室5階(13.86㎡・36.96㎡) 

理美容室     ( 18.70㎡) 

外来者宿泊室 設置階 －      (     ㎡) 

エレベーター ※５      2基(うちｽﾄﾚｯﾁｬｰ搬入可 2基) 

スプリンクラー 設置箇所 全館(各居室・設備、廊下) 

 

 

 

消防用設備等 

 

 

 

消火器 有 

自動火災報知設備 有 

火災通報設備 有 

スプリンクラー 有 

防火管理者 有 

防災計画(水害・土砂災害 

を含む） 
有 

緊急通報装置等緊急連絡

・安否確認 

緊急通報装置等の種類及び設置箇所 

各居室(室内・トイレ)および共用施設(浴室、トイレ)に緊急通

報装置を設置。 

安否確認の方法・頻度等 

事務室、宿直室、2・4階スタッフステーションに連絡が入る。 

介護付(2,4階)：夜間は介護スタッフ又は看護士が随時巡回をす

る。 

介護付以外(1,3,5,6階)：夜間は宿直員が巡回をする。 

危険区域の指定状況 ※６ １ 無    ２ 有 

有料老人ホーム事業の提

携ホーム及び提携内容 
― 

※ ここでいうストレッチャーは標準仕様のものとする。 
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３ 利用料 ※７ 

（１）利用料の支払い方式 

支払い方式 ※８ 前払い方式    月払い方式    選択方式 

入院等による不在時におけ

る利用料金(月払い)の 

取り扱い 

減額なし 

 

利用料金の改定 

 

条件  

手 続 き

方法 

 

 

 

（２）前払い方式 

費用の支払方法 ※９ 

○前払い金 

・入居申込み時に申込金10万円を指定口座に振込み、1か月以内にご契

約頂きます。 

・申込金を差し引いた前払金を契約締結日までに一括して 

指定口座にお振込み頂きます。 

 ・入居申込み取消しの場合、申込金10万円は返金いたします。 

○月額利用料 

・月額利用料その他は、毎月の請求による月払い 

敷金  無 ・ 有（     円、家賃相当額の  か月分） 

前払金（非課税） 

(介護費用の前払金除く) 

① 法第29条第6項に規定される前払金                            

介護付(2,4階)   要支援・要介護の方：580万円～1,580万円 

介護付以外(3,5,6階)        自立の方：750万円～3,030万円 

要支援・要介護の方：580万円～1,890万円 

２ 上記以外の前払金 

 

想定居住期間又は償却期間 
自立の方：10年（120月） 

要支援・要介護の方： 5年（60月） 

算定の基礎（内訳） 

 

想定居住期間内における前払い家賃相当額（非課税） 

介護付(2,4階)要支援・要介護の方：4,640,000円～12,640,000円 

介護付以外(3,5,6階)    自立の方：6,375,000円～25,755,000円 

要支援・要介護の方：        4,640,000円～15,120,000円 

想定居住期間を超えた部分における家賃相当額（非課税） 

介護付(2,4階)要支援・要介護の方： 1,160,000円～3,160,000円 

介護付以外(3,5,6階)   自立の方： 1,125,000円～4,545,000円 

要支援・要介護の方： 1,160,000円～3,780,000円 
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解約時の返還金（算定 

方法等） 

想定居住期間内における前払家賃相当額 

・介護付(2,4階)及び介護付以外(3,5,6階)の要支援・要介護の方： 

返還額＝前払金×80％÷(入居日の翌日から償却期間満了日までの実日

数)×(契約終了日から償却期間満了日までの実日数) 

・介護付以外(3,5,6階)の自立の方： 

返還額＝前払金×85％÷(入居日の翌日から償却期間満了日までの実日

数)×(契約終了日から償却期間満了日までの実日数) 

想定居住期間を超えた部分における家賃相当額（非返還部分の額） 

・入居後3月以内の契約解除の場合は全額返還します。 

 但し、この場合、1日当たりの利用料および原状回復費用(必要 

 な場合)を徴収します。 

 前払金の1日当たりの利用料について 

 （前払金－非返還部分の額）÷償却期間月数÷30 

・入居後3月を経過後は返還額はありません。 

なお、返還金は契約解除(終了)後、3月以内に返還します。 

返還の対象とならない 

額の有無 

 無 ・ 有 

介護付(2,4階) 要支援・要介護の方：1,160,000円～3,160,000円 

介護付以外(3,5,6階)   自立の方：1,125,000円～4,545,000円 

要支援・要介護の方：1,160,000円～3,780,000円 

初期償却の開始日 

初期償却率：要支援・要介護の方 20％ 

：自立の方 15％ 

開 始 日：入居日の翌日 

月額利用料（税込） 

介護付(2,4階)へ入居の場合：      174,400円～276,280円 

介護付以外(3,5,6階)へ入居の場合： 

1人入居の場合：174,400円～276,280円 

2人入居の場合：305,100円～389,800円 

 

 

年齢に応じた金額設定  無 ・ 有      

要介護状態に応じた金額

設定 
  無 ・ 有 

 
料金プラン ※10 

（税込） 

月額利用料 

内  訳 

管理費 
管理費 

追加金 
食費 

家賃相当額 

（非課税） 

介護 

費用 
その他 

① 174,400 59,400    0 66,000 49,000    0 0 

① 182,400 59,400    0 66,000 57,000 0 0 

② 209,400 59,400 0 66,000 84,000 0 0 

② 226,280 71,280    0 66,000 89,000 0 0 

② 245,280 71,280    0 66,000 108,000 0 0 

② 251,280 71,280    0 66,000 114,000 0 0 

② 255,800 71,280    0 66,000 118,000 0 0 

② 262,280 71,280    0 66,000 125,000 0 0 

② 269,280 71,280    0 66,000 132,000 0 0 

② 276,280 71,280    0 66,000 139,000 0 0 

③ 305,100 59,400 29,700 132,000 84,000 0 0 

③ 339,800 71,280 47,520 132,000 89,000 0 0 

③ 358,800 71,280 47,520 132,000 108,000 0 0 
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③ 364,800 71,280 47,520 132,000 114,000 0 0 

③ 368,800 71,280 47,520 132,000 118,000 0 0 

③ 375,800 71,280 47,520 132,000 125,000 0 0 

③ 382,800 71,280 47,520 132,000 132,000 0 0 

③ 389,800 71,280 47,520 132,000 139,000 0 0 

①は１人室、②は２人室、③は２人室を２人で利用したとき 

 ※家賃相当額については従前からのあやせ荘にお住まいの方は 

  別の料金設定となります。 

算定根拠 ※10 

管理費 

事務管理部門の人件費・事務費、入居者に対する日常生活

支援、サービス提供のための人件費、共用施設等の維持管

理費 

  

介護費用 ― 

食費(税込) 

 

介護付(2,4階)・介護付以外(3,5,6階)とも66,000円 

(１人当たり) 

食費の内訳は厨房管理費33,000円及び食材費33,000円。 

欠食は3日前までの申し出により、1日3食欠食の場合に 

限り1日1,100円(食材費相当額)として計算し返還。 

介護付以外の方で治療食を提供した場合、別途1日330円 

を加算。 

光熱水費 

・介護付(2,4階)・介護付以外(3,5,6階)とも居室内の電気

料は個メーターにより実費負担。 

・介護付(2,4階) Ｄ１,Ｄ1’,Ｄ２タイプの水道料は一律

1,512円(税込)。 

介護付以外(3,5,6階)Ｄ１,Ｄ1’,Ｄ２タイプの水道料に

ついては集合検針メーターにて集計し戸数で割り頂戴。 

・介護付(2,4階)及び介護付以外(3,5,6階)Ａ1,Ａ2, 

Ａ3,Ｂ1,Ｂ2,Ｂ3,Ｃ1,Ｃ2,Ｃ3,Ｃ3’,Ｃ4タイプの水道料

及びガス代は直接業者との個人契約による支払。 

家賃相当額 

（非課税） 

一時金と共に家賃相当額に充当する費用 

近傍家賃相場を勘案して算出 

その他 ― 

月額利用料に含まれない 

実費負担等 ※11 

・日用雑貨、化粧品、おむつ・介護用品代、新聞、被服等のクリーニング

代、理美容、医療費、医師の往診、粗大ゴミ処分費、喫茶代、レクリエ

ーションの実費、駐車場料金、月額利用料の口座引落し手数料。 

・居室内に専用の電話を設ける場合、その電話料金及び入退去時  

に必要となる工事の費用。居室内でのＣＡＴＶ使用料、インターネット

等の受信料及び利用料。 

・自立、要支援、要介護者の個別的な選択により提供される個別的 

 なサービスには、サービス利用の都度費用がかかります。 

（介護サービス等の一覧表による） 
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介護保険に係る利用料 

（消費税対象外）※12 

(適用を受ける場合は、市

区町村から交付される「介

護保険負担割合証」に記載

された利用者負担の割合

に応じた額) 

特定施設入居者生活介護       （１か月30日の例） 

     月  額   自己負担額(1割)  自己負担額(2割) 

要介護１   188,528円   18,853円 37,706円 

要介護２   208,028円   20,803円 41,606円 

要介護３   232,42円   23,205円 46,410円 

要介護４   253,987円   25,399円 50,798円 

要介護５   277,656円   27,766円 55,538円 

 身体拘束廃止取組（無・有基準型）退院退所時連携加算（無・有）    

入居継続支援加算（無・有）、個別機能訓練加算（無・有）、夜間看

護体制加算（無・有）、医療機関連携加算（無・有）、認知症専門ケ

ア加算（無・有）、介護職員等特定処遇改善加算（無・有）、介護職

員処遇改善加算（無・有）、 看取り介護加算（無・有）、サービス

提供体制強化加算（無・有）、口腔衛生管理体制加算、（無・有）、     

口腔・栄養スクリーニング加算（無・有）、科学的介護推進体制加算   

（無・有） 

 

介護予防特定施設入居者生活介護   （１か月30日の例） 

    月 額   自己負担額(1割)  自己負担額(2割) 

要支援１   64,372円   6,438円 12,876円 

要支援２   107,217円   10,722円 21,444円 

身体拘束廃止取組（無・有基準型）、個別機能訓練加算（無・有）、    

医療機関連携加算（無・有）、認知症専門ケア加算（無・有）、 

介護職員等特定処遇改善加算（無・有）、介護職員処遇改善加算   

（無・有）、口腔衛生管理体制加算（無・有）、口腔・栄養スクリーニ

ング加算（無・有）、科学的介護推進体制加算（無・有） 

 

※特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護 

 にかかる利用料となります。(介護付２、４階部分) 

 

・他に新型コロナウィルス感染症に対応するための特例的な評価として、 

全てのサービスについて、令和３年９月末までの間、基本報酬に 0.1％ 

上乗せされます。 
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（３）月払い方式 

費用の支払方法 ※９ 
○月額利用料 

・月額利用料その他は、毎月の請求による月払い 

敷金  無 ・ 有（     円、家賃相当額の  か月分） 

月額利用料(税込) 

介護付(2,4階)へ入居の場合：     

1人入居の場合：228,400円～423,280円 

2人入居の場合：           536,800円 

介護付以外(3,5,6階)へ入居の場合： 

1人入居の場合：228,400円～491,280円 

2人入居の場合：408,100円～604､800円    

 

 

年齢に応じた金額設定  無 ・ 有      

要介護状態に応じた金

額設定 
  無 ・ 有 

 
料金プラン ※10 

（税込） 

月額利用料 

内  訳 

管理費 
管理費 

追加金 
食費 

家賃相当額 

（非課税） 

介護 

費用 
その他 

① 228,400 59,400 0 66,000 103,000   0 0 

① 256,400 59,400 0 66,000 131,000 0 0 

② 312,400 59,400 0 66,000 187,000 0 0 

② 329,280 71,280 0 66,000 192,000 0 0 

② 394,280 71,280 0 66,000 257,000 0 0 

② 414,280 71,280 0 66,000 277,000 0 0 

② 423,280 71,280 0 66,000 286,000 0 0 

② 462,280 71,280 0 66,000 325,000 0 0 

② 477,280 71,280 0 66,000 340,000 0 0 

② 491,280 71,280 0 66,000 354,000 0 0 

③ 408,100 59,400 29,700 132,000 187,000 0 0 

③ 442,800 71,280 47,520 132,000 192,000 0 0 

③ 507,800 71,280 47,520 132,000 257,000 0 0 

③ 527,800 71,280 47,520 132,000 277,000 0 0 

③ 536,800 71,280 47,520 132,000 286,000 0 0 

③ 575,800 71,280 47,520 132,000 325,000 0 0 

③ 590,800 71,280 47,520 132,000 340,000 0 0 

③ 604,800 71,280 47,520 132,000 354,000 0 0 

①は１人室、②は２人室、③は２人室を２人で利用したとき 

 

管理費 

事務管理部門の人件費・事務費、入居者に対する日常生活 

支援、サービス提供のための人件費、共用施設等の維持 

管理費 

介護費用          ― 



 

9 
 

算定根拠 ※10 

食費(税込) 

介護付(2,4階)・介護付以外(3,5,6階)とも66,000円 

(１人当たり) 

食費の内訳は厨房管理費33,000円及び食材費33,000円。 

欠食は3日前までの申し出により、1日3食欠食の場合に限り

1日1,100円(食材費相当額)として計算し返還。 

介護付以外の方で治療食を提供した場合、別途1日330円 

を加算。 

  

光熱水費 

・介護付(2,4階)・介護付以外(3,5,6階)とも居室内の電気

料は個メーターにより実費負担。 

・介護付(2,4階) Ｄ１,Ｄ1’,Ｄ２タイプの水道料は一律

1,512円(税込)。 

介護付以外(3,5,6階)Ｄ１,Ｄ1’,Ｄ２タイプの水道料に

ついては集合検針メーターにて集計し戸数で割り頂戴。 

・介護付(2,4階)及び介護付以外(3,5,6階)Ａ1,Ａ2, 

 Ａ3,Ｂ1,Ｂ2,Ｂ3,Ｃ1,Ｃ2,Ｃ3,Ｃ3’,Ｃ4タイプの水道料 

及びガス代は直接業者との個人契約による支払。 

家賃相当額 前払金を基礎とし、１室あたりの月額費用を算出 

その他 ― 

月額利用料に含まれない実

費負担等 ※11 

・日用雑貨、化粧品、おむつ・介護用品代、新聞、被服等のクリーニン

グ代、理美容、医療費、医師の往診、粗大ゴミ処分費、喫茶代、レク

リエーションの実費、駐車場料金、月額利用料の口座引落し手数料。 

・居室内に専用の電話を設ける場合、その電話料金及び入退去時  

に必要となる工事の費用。居室内でのＣＡＴＶ使用料、インターネッ

ト等の受信料及び利用料。 

・自立、要支援、要介護者の個別的な選択により提供される個別的 

 なサービスには、サービス利用の都度費用がかかります。 

（介護サービス等の一覧表による） 

 

 

（４）共通事項 

改定ルール（勘案する要素

及び改定手続等） 

神奈川県に係わる消費者物価指数及び人件費等を勘案し、運営懇談

会の意見を聞いた上で改定を行う。 

前払金の返還金の保全措置 無 ・ 有 

保全措置の内容 

((公社)全国有料老人ホーム協会の入居者生活保証

制度に加入。 

当施設が個別入居者について協会に拠出金を払うこ

とにより、万一倒産等に至り、入居者のすべてが退

居せざるを得なくなり、かつ入居者から入居契約が

解除された場合に、償却期間終了後においても保証

金として500万円入居者に支払われる。(500万円は 

前払い金総額に対する保証額。)） 

無の場合の理由(              ) 

サービスの提供に伴う事

故等が発生した場合の損

害賠償保険等への加入 

 無 ・ 有  有の場合の保険名 

(しせつの損害補償、㈱損害保険ジャパン) 
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消費税の対象外とする利

用料等 

・前払金 

・家賃相当額 

・介護保険にかかる自己負担(介護付2,4階) 

短期利用の設定（短期利用

特定施設入居者生活介護

の届出がある） 

 無・有  有の場合は 

        別添短期利用のサービス等の概要 参照 

 

※７ 消費税を含む、総額表示。 

※８ 前払い方式と月払い方式の併用の場合は選択方式とする。 

※９ 前払金や月額利用料の請求時期や支払い方法等を記入。 

※10  介護費用は介護保険に係る利用料を除く。 

食費が１日単位の場合は、１か月 30日の場合の費用を記入する。 

光熱水費は当該費用に含まない部分（居室等）の負担がある場合は、その旨記入。 

※11 見込まれる総ての項目名を列記する。 

※12 個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、医療機関連携加算及び介護職員処遇改善加算 

を含めて記入する。 

 

 

４ サービスの内容 

(１)全体の方針 

運営に関する方針 

１ 利用者に対し、利用者がその有する能力に応じ

可能な限り自立した日常生活を営むことがで

きるようサービス提供します。 

２ ホームが提供する指定特定施設等のサービス

は、介護保険法令及び厚生労働省通知の内容に

沿ったものとします。 

３ 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立

ち、必要とされるサービスの提供に努めます。 

４ サービスの提供は、個別の介護予防特定施設サ

ービス計画又は特定施設サービス計画（以下、

「指定特定施設等サービス計画」という。をい

う、以下同じ。）を作成し、利用者の同意のも

とに実行します。 

５ 利用者の個人情報の取り扱いについては、その

利用目的を示し本人のあらかじめの同意を得 

  て取り扱うものとし、個人情報保護法の精神に

立って、個人情報の管理等に努めます。 

サービスの提供内容に関する特色            － 

入浴、排せつ又は食事の介護 ① 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

食事の提供 ① 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

洗濯、掃除等の家事の供与 ① 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

健康管理の供与 ① 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

安否確認又は状況把握サービス ① 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

生活相談サービス ① 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 
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(２)介護サービスの内容 

月額利用料（介護費用、光

熱水費、家賃相当額を除く

）に含まれるサービスの内

容・頻度等 

管理費 共用施設の維持管理、相談・取次ぎ等 

食費 
３食の提供、配膳・下膳（介護付は体調不良時、 

介護付以外は一時的な体調不良時） 

その他 
緊急時対応、安否確認、生活相談、健康管理、医療

支援等（管理規程を参照） 

(介護予防)特定施設入居

者生活介護による保険給

付及び介護費用によりホ

ームが提供する介護サー

ビスの内容・頻度等 

 別添 介護サービス等の一覧表による 

月額利用料に含まれない

実費負担の必要なサービ

スとその利用料 

 別添 介護サービス等の一覧表及び管理規程による 

一部又は全部の業務を委

託する場合は委託先及び

委託内容 ※13 

― 

苦情解決の体制（相談窓口

､責任者､連絡先、第三者機

関の連絡先等）※14 

・社会福祉法人道志会苦情処理委員会 

TEL:0467-76-3399 担当者 相談員 

・公益社団法人全国有料老人ホーム協会 

所在地：東京都中央区日本橋3-5-14 

ｱｲ･ｱﾝﾄﾞ･ｲｰ日本橋ビル7階 TEL:03-3548-1077 

・神奈川県国民健康保険団体連合会 介護保険課介護苦情相談係 

 所在地：神奈川県横浜市西区楠町27-1 TEL:0570-022110 

・神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課 

所在地：神奈川県横浜市中区日本大通１ TEL:045-210-1111(代) 

・綾瀬市役所介護保険相談窓口 高齢介護課 

所在地：綾瀬市早川550 TEL:0467-70-5636 

・〇〇市役所介護保険相談窓口 高齢介護課 

  所在地：〇〇 

詳細は別途苦情に対する対応要綱による。 

事故発生時の対応（医療機

関等との連携、家族等への

連絡方法・説明等） 

応急処置並びに119番通報を行うと共に、主治医又は協力医療機関 

の医師の指示や看護師に連絡を取る等対応し、職員から身元引受人

へ連絡・説明等を行います。 

事故発生の防止のための 

指針 
無 ・ 有 

tel:0467-77-1111
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損害賠償（対応方針及び損

害保険契約の概要等） 

サービスの提供にあたって、万一事故が発生した場合、不可抗力に 

よる場合を除き、速やかにご入居者に対して損害を賠償します。 

ただし、ご入居者に重大な過失がある場合は賠償額を減ずることが 

あります。 

(公社)全国有料老人ホー

ム協会及び同協会の入居

者生活保証制度への加入

状況 

 協 会 へ の 加 入  無 ・ 有 

 入居者生活保証制度への加入   無 ・ 有 

利用者アンケート調査

、意見箱など利用者の

意見などを把握する取

り組みの状況 

１有 

 結果の開示は随時行う 

 

 

※13 施設の警備業務など入居者の処遇と直接関わらない業務は除く。 

※14 施設の体制と併せて、神奈川県国民健康保険団体連合会や(公社)全国有料老人ホーム 

協会など、入居者が利用可能な第三者機関及び行政の担当部署の名称及び連絡先を記入。 

 

（３） 介護を行う場所等 

要介護時(認知症を含む)に

介護を行う場所 

介護付(2,4階)：介護居室 

介護付以外(3,5,6階)：一般居室 

 

入
居
後
に
居
室
又
は
施
設
を
住
替
え
る
場
合 

居室から一時介護室

へ移る場合(判断基準

･手続、追加費用の要

否、居室利用権の取扱

い等) 

― 

従前の居室から別の

居室へ住み替える場

合（同上） 

日常的に介護が必要になった方に対し、より適切な生活を提供 

するため、一定の観察期間を設け、医師の意見を聞き、本人及 

び身元引受人等に説明を行い、同意を得た上で住み替えをして 

いただくことがあります。なお、居室利用権は移動後の居室へ 

移行します。住み替えによって居室面積が減少する場合には入居

一時金の調整返還を行う場合があります。但し、入居契約後償却

期間を経過した場合は、返還金はありません。また、住み替えに

よって追加費用をいただくことはありません。 

居室移動時修繕費を負担していただく場合があります。 

提携ホームへ住み替

える場合（同上） 
― 
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（４） 医療 

協力医療機関（又は嘱託 

医）の概要及び協力内容 

名称 医療法人社団柏綾会 綾瀬厚生病院 

診療科目 内科・外科・整形外科・皮膚科・脳外科他 

所在地 神奈川県綾瀬市深谷3815 

距離及び所要時間 約2km 車で3分 

協力内容 入院、週2日車での送迎、健康相談(月1回) 

名称 あやせ訪問クリニック 

診療科目 内科・脳神経外科 

所在地 神奈川県綾瀬市早川城山2-13-5 ヴィラ城山1F 

協力内容 健康相談、看護師への助言・指導 

名称 医療法人社団 武内歯科医院 

診療科目 歯科（訪問診療） 

所在地 神奈川県綾瀬市寺尾北3-12-32 

 距離及び所要時間 約4㎞ 車で10分 

入居者が医療を要する場

合の対応（入居者の意思確

認、医師の判断、医療機関

の選定、費用負担、長期に

入院する場合の対応等） 

通院－ 協力医療機関より週2日送迎車が参ります。 

入院-・医師の判断を基本として、入居者及び身元引受人とお話

いただき協力医療機関又は希望する病院に入院となり

ます。 

   ・医療にかかる費用は入居者の負担となります。 

     ・入院期間中は月額利用料のうち管理費、家賃相当額及び

食材費以外の経費をお支払い下さい。 

     ・入院中も居室利用権は存続いたします。 

 

５ 職員体制  

(１) 職種別の職員数等                   (令和 3 年 7 月１日現在)  

   職 員 数 

常勤換算後の 夜 間 勤 務 職 員 数       

介護(17時～翌１０時) 

宿直(18時～翌９時) 

（最少人数） 

備  考 

（資格・委託等） 人数 うち自立対応 

 

 

 

 

従

業

者

の

内

訳 

管理者   1  (   ) 
  

  

生活相談員   4  ( 2  )   

直接処遇職員   29  ( 16  ) 16.6    0   

 
介護職員   24  ( 13  )  13.3    0    2  

看護職員   5  ( 3 )   3.3    0       0  

機能訓練指導員   1  (    ) 

  

  

 

理学療法士     (   )   

作業療法士     (   )   

その他   1  (   )   

計画作成担当者   1  (    )   

医師     (   )   

栄養士   1  (    )   

調理員 9  ( 6  )   

事務職員   1 (    )   

その他職員   8  ( 8  )    1  

  合   計   55  ( 32  )   
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注１) 職員数欄の(  )内は、非常勤職員数で内数。 

２) 直接処遇職員は、要介護者及び要支援者に対して介護サービスを提供する職員と自立 

者に対して一時的な介護その他日常生活上必要な援助を行う職員を合わせた数とし、 

また、常勤換算後の人数において、自立者対応の人数を内数で記入。 

３）機能訓練指導員及び計画作成担当者が他の職務を兼務している場合は、職員数の人数 

に※印をつけるとともに、兼務している職名を備考欄に記入。 

４) 備考欄には、直接処遇職員や調理員等の委託、看護職員等の機能訓練指導員兼務   

    計画作成担当者の介護支援専門員資格等を記入。 

 

（２）職員の状況 

管理者 

他の職務との兼務 １ あり  ２ なし 

兼務に係る
資格等 

１ あり  

 資格等の名称  

２ なし 

 
看護職員 介護職員 生活相談員 

機能訓練 
指導員 

計画作成 
担当者 

常勤 
非常
勤 

常勤 
非常
勤 

常勤 
非常
勤 

常勤 
非常
勤 

常勤 
非常
勤 

前年度 1 年間の 
採用者数 

1 3 3 4 1 0 0 0 0 0 

前年度 1 年間の 
退職者数 

１ １ 1 2 0 0 0 0 0 0 

業
務
に
従
事
し
た
経
験
年

数
に
応
じ
た
職
員
の
人
数 

1年未満 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

1年以上 
3年未満 

0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 

3年以上 
5年未満 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

5年以上 
10年未満 

0 0 2 6 1 １ 0 0 0 0 

10年以上 1 3 7 0 0 0 1 0 １ 0 

従業者の健康診断の実施状況 １ あり   ２ なし 

 

○要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体制 

 

 前々年度の平均値  前年度の平均値 今年度の平均値※１８ 

要支援者の人数 3.9 3.0 3.0 

要介護者の人数 20.9 22.2 28.6 

指定基準上の直接処遇職員の

人数 ※16 
11.1 12.7 16.5 

配置している直接処遇職員の

人数 ※17 
11.1 12.7 16.5 

要支援者・要介護者の合計数人

に対する配置直接処遇職員の

人数の割合 

2.2：1 2：1 1.9：1 

常勤換算方法の考え方 常勤職員の週勤務時間40時間で除して算出 
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従業者の勤務体制の概要 

介護職員 早番  7：00～16：00 

日勤  9：00～18：00 

遅番  10：00～19：00 

夜勤  17：00～10：00 

看護職員 日勤  9：00～18：00 

          夜勤  17：00～10：00 

※15 常勤換算後の人数。 

※16 常勤換算後の人数。自立者対応の人数を除く。 

※17 今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とする。 

 

○介護職員の保健福祉に係る資格取得状況  

社会福祉士    2人（  2人） 介護職員実務者研修修了者  1人（  1人） 

介護福祉士    7人（  6人） 介護職員初任者研修修了者    5人（  －人） 

注 1） 資格を複数持っている職員がいる場合は、社会福祉士、介護福祉士の順に優先して記 

入する。他の資格を持っている職員を（ ）に外数で記入する。 

注２）介護職員基礎研修及び各ホームヘルパー研修修了者は、介護職員初任者研修に含めて記 

入する。 

 

６ 入居状況等                       (令和 3 年 7月 1 日現在) 

入居者数及び定員 
   62人（定員 135人） 

 

入居者内訳 

性 別  男 性  16人、女 性   46人 

介護の 

要否別 

 自 立  13人 

 要介護  49人 

  (内訳)経過的要介護   0人 

要介護１    13人 

     要介護２     5人 

     要介護３     3人 

     要介護４    12人 

     要介護５     2人 

 要支援   14人 

  (内訳)要支援１     8人 

     要支援２     6人 

 未認定   0人 

平均年齢   81.5歳（男性 82.2歳、女性 86.7歳） 

 

運営懇談会の開催状況 

(開催回数、設置者の役  

職員を除く参加者数、   

主な議題等) 

令和2年度 

7月 －出席 入居者1名、入居者家族2名、第三者委員1名 

3月 －出席 入居者1名、入居者家族2名、第三者委員1名 

3月は新型コロナ緊急事態宣言発令につき文書配布にて対応 

・入居状況、職員体制、サービス提供の状況、昨年度決算(3月) 

事故及び苦情報告、日々の入居者様の様子等 

 

 

７ 入居・退居等  

入居者の条件（年齢、心身

の状況(自立・要支援・要

介護)等） 

介護付(2,4階) 

・1人入居の場合 

入居契約時の年齢が満60歳以上の要支援・要介護の方。 
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・2人入居の場合 

ご夫婦又は三親等以内の親族とし、入居契約時の年齢がどちらか

満60歳以上、もう一方が満50歳以上の要支援・要介護の方 

介護付以外(3,5,6階) 

・1人入居の場合 

入居契約時の年齢が満60歳以上の自立・要支援・要介護の方 

・2人入居の場合 

ご夫婦又は三親等以内の親族とし、入居契約時の年齢がどちらか

満60歳以上、もう一方が満50歳以上の自立・要支援・要介護の方 

身元引き受け人等の条件

及び義務等 

身元引受人は、入居者と連携して入居契約から生じる入居者の一切

の責務を保証します。 

入居者が病気、事故及び退去する場合の身柄等を引き取ります。 

入居者が死亡した場合のご遺体の引き取り、遺留金品の処理及びそ

の他必要な処理をします。 

生活保護受給者の受入れ対応  否 ・ 可 

施設又は入居者が入居契

約を解除する場合の事由

及び手続等 ※19 

（事業者からの契約解除） 

１ 事業者は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その

ことにより本契約をこれ以上将来にわたって維持することが社

会通念上著しく困難と認められた場合に、本契約を解除すること

があります。 

一 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により
入居したとき 

二 月払いの利用料その他の支払を正当な理由なく、しばしば
遅滞するとき  

                            
三 入居者は第三者に対し次に掲げる行為を行うことはでき

ません。 

一 居室の全部または一部の転貸 

二 目的施設を利用する権利の譲渡 

三 他の入居者が居住する居室との交換 

四 その他上記各号に類する行為または処分 

四 入居契約書第20条(禁止または制限される行為)の規定に

違反したとき 

  五 入居者の行動が、他の入居者または従業員の生命に危害を

及ぼし、または、その危害の切迫した恐れがあり、かつ有

料老人ホームにおける通常の介護方法及び接遇方法では

これを防止することができないとき 

２ 前項の規定に基づく契約の解除の場合は、事業者は書面にて次

の各号の手続きを行います。 

  一 契約解除の通告について90日の予告期間をおく 

  二 前号の通知に先立ち、入居者及び身元引受人等に弁明の機

会を設ける 

  三 解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無につ

いて確認し、移転先がない場合には入居者や身元引受人

等、その他関係者・関係機関と協議し、移転先の確保につ

いて協力する 

３ 第１項第五号によって契約を解除する場合には、事業者は書面

にて前項に加えて次の第一号および第二号に掲げる手続きを行
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います 

  一 医師の意見を聞く 

  二 一定の観察期間をおく 

４ 事業者は、入居者および身元引受人等が次の各号のいずれかに
該当した場合には、本条前項までの定めに関わらず、催告する
ことなく本契約を解除することができます。 

  一 第 26 条の各号の確約に反する事実が判明したとき 

  二 本契約締結後に反社会的勢力に該当したとき 

  三 第 19 条第 1 項から第４号までの各号に掲げる行為を行っ
たとき 

 

参考：入居契約書第19条（禁止または制限される行為） 

   入居者は、目的施設の利用にあたり、目的施設またはそ

の敷地内において、次の各号に掲げる行為を行うことは

できません。 

 一 銃砲刀剣類、爆発物、発火物、有毒物等の危険な物品等

を搬入・使用・保管する 

 二 大型の金庫、その他重量の大きな物品等を搬入し、また

は備え付ける 

 三 排水管その他を腐食させる恐れのある液体等を流す 

 四 テレビ・ステレオ等の操作、楽器の演奏その他により、

大音量等で近隣に著しい 迷惑を与える 

 五 近隣迷惑になる動植物を飼育する 

 六 目的施設を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点

に供する 

七 目的施設またはその周辺において、著しく粗野若しくは

乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、付近

の住民または通行人に不安を与える 

八 目的施設に反社会的勢力を入居させ、または反復継続し

て反社会的勢力を出入りさせる 

２ 入居者は、目的施設の利用にあたり、事業者の承諾を得る

ことなく、次の各号に掲げる行為を行うことはできませ

ん。また、事業者は、他の入居者からの苦情その他の 

  場合に、その承諾を取り消すことがあります。 

一 観賞用の小鳥、小さな魚等を居室にて飼育する 

二 居室及びあらかじめ管理規程に定められた場所以外の共

用施設または敷地内に物品を置く 

 三 目的施設内において、営利その他の目的による勧誘・販

売・宣伝・広告等の活動を行う 

 四 目的施設の増築・改築・移転・改造・模様替え、居室の

造作の改造等を伴う模様替え、敷地内における工作物を

設置する 

 五 管理規程等において、事業者がその承諾を必要と定める

その他の行為を行う 

参考：入居契約書第42条（反社会的勢力の排除の確認） 

事業者と入居者は、それぞれの相手方に対し、次の各

号に掲げる事項を確約します。 

 一 自らが暴力団、暴力団関係者若しくはこれに準ずる者ま
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たは構成員（以下、総称して「反社会的勢力」という。）

ではないこと 

 二 自らの役員（業務を執行する社員、取締役、またはこれ

らに準ずる者をいう。）または身元引受人等が反社会的

勢力ではないこと 

 三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結

するものでないこと 

 四 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと 

  ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行

為 

  イ 偽計または威力を用いて相手方の行為または業務を

妨害し、または信用を毀損する行為 

（入居者からの解約） 

１ 入居者は事業者に対して、少なくとも30日前に解約の申し入れ

を行 

 うことにより、本契約を解約することができます。解約の申し入

れは 

 事業者の定める解約届を事業者に届け出るものとします。 

２ 入居者が前項の解約届を事業者に提出しないで居室を退去し

た場合 

 には、事業者が入居者の退去の事実を知った日の翌日から起算し

て30日目をもって、本契約は解約されたものと推定します。 

３ 入居者は、事業者またはその役員が次の各号のいずれかに該当

した場合には、前2項の規定に関わらず、催告することなく、本

契約を解除することができます。 

 一 第27条の各号の確約に反する事実が判明したとき 

 二 本契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当し

たとき 

 

前年度１年間の施設から

の契約解除件数 
        0件 

体験入居の期間及び費用

負担等 

介護付(2,4階) 

 7日間を限度とします。1泊2日 3食付 13,200円(税込)＋その他の

費用(おむつ代、日用雑貨等実費) 

介護付以外(3,5,6階) 

7日間を限度とします。1泊2日 3食付 8,800円(税込) 

※但し、体験入居は介護保険は適用外となります。 

 

 

１０ 情報開示 

 
 
入居希
望者等
への情
報開示
 ※20 
 

重要事項説明書の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

入居契約書の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

管理規程の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

財務諸表の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

事業収支計画の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

※20 県指導指針上、重要事項説明書、入居契約書及び管理規程は写し交付、その他は閲覧。 
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添付書類：「別添１ 介護サービス等の一覧表」 

          「別添 2 神奈川県有料老人ホーム設置運営指導指針 適合表」 

「別添 3 介護保険サービスに関する給付体制等の一覧表」 

「別添 4 短期利用のサービス等の概要」 

 

 

 

 契約の締結に当たり、利用料の詳細な支払い方法を含め、本有料老人ホーム重要事項説明書 

により説明を行いました。 

 

令和  年  月  日    説明者署名               

 

 

契約の締結に当たり、利用料の詳細な支払い方法を含め、本有料老人ホーム重要事項説明書 

により説明を受けました。 

 

令和  年  月  日    署   名           
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別添１②

介護予防特定施設入居者生活介護により提供される
サービス、又は、利用料金に含まれるサービス

提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価）

１.介護サービス

①巡回 　

 ・昼間　 9時～18時 有 随時対応（体調を考慮） ― ―

 ・夜間　 18時～9時 有 基本2時間ごと、随時対応（体調を考慮） ― ―

②食事介助 有 必要時対応 ― ―

③排泄 　

 ・排泄介助 有 適宜対応 ― ―

 ・おむつ交換 有 適宜対応 ― ―

 ・おむつ代 有 ― ― 実費

④入浴等 　

 ・清拭 有 入浴不可時 それ以外 2,200円/30分

 ・一般浴介助 有 週2回 それ以外 2,200円/30分

 ・特浴介助 有 一般浴不可時週2回 それ以外 2,200円/30分

⑤身辺介助 　

 ・体位交換 有 適宜対応 ― ―

 ・居室からの移動 有 適宜対応 ― ―

 ・衣類の着脱 有 適宜対応 ― ―

 ・身だしなみ介助 有 適宜対応 ― ―

⑥機能訓練 有 適宜対応 ― ―

⑦通院の介助 有 協力病院の通院介助 協力病院以外の付添、介助 2,200円/30分

　　　　運賃 有 協力病院の通院 協力病院以外 １㎞毎220円

⑧緊急時対応 有 ナースコール24時間対応 ― ―

２.生活サービス

①家事 　

 ・清掃 有 適宜対応 ― ―

 ・洗濯 有 適宜対応 ― ―

 ・リネン交換 有 適宜対応 ― ―

②居室配膳・下膳 有 体調不良時のみ対応 それ以外 220円/1食

③理美容 有 ― 訪問理容師対応 実費

④代行 　

 ・買物 有 週1回指定日 それ以外 990円/30分

 ・役所手続 有 ― 希望時 990円/30分

 ・薬代、薬受取代行料 有 ― 処方箋薬局との契約による 医療保険適用（実費）

３.健康管理サービス

 ・健康診断 有 ― （任意） 実費

 ・健康相談 有 ― ―

 ・生活指導 有 ― ―

 ・医師の往診 有 ― 月２回程度(訪問医との契約が必要) 医療保険適用（実費）

４.入退院時、入院中のサービス

 ・入退院時の同行 有 協力病院の同行 協力病院以外の同行、希望時 2,200円/30分

 ・付添サービス 有 協力病院の付添、介助 協力病院以外の付添、介助 2,200円/30分

 ・面会、買い物代行 有 ― 希望時 990円/30分

５.その他サービス 　

・レクリエーション 有 毎日 ― ―

随時看護師が対応、月1回の医師による健康相談

　　　　　　　　　　　　　（表中の金額は税込みです）

サービスの提供内容等

提供サービスの別

  介護サービス等の一覧表(介護付 2・4階)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定施設入居者生活介護（介護予防を含む）の指定（ 有 ・ 無 ）

区　　　　　分 要支援１～２、要介護１～５

その都度徴収するサービス



別添２ 作成年月日：2021年7月1日

（本表は、指導指針の「建物の規模及び構造設備」の主な項目について、適合の有無を確認するものです。）

No. 指針項目 設備の有無 適合・不適合 備考（代替措置・改善計画等）

1
居室

（一時介護室）
適合

2 食堂 有 適合

3 浴室 有 適合

4 便所 有 適合

5 洗面設備 有 適合

6 汚物処理室 有 適合

7 面談室 有 適合

8
医務室

（健康管理室）
有 適合

9 看護・介護職員室 有 適合

10 機能訓練室 有

11 談話室 有

12 洗濯室 有

13 エレベーター 有 適合

14 スプリンクラー 有 適合

15
健康・生きがい

施設
非該当

16 緊急通報装置 有 適合

18 居室等の出入口 適合

※ 代替措置、改善計画等は、別紙で明記することも可とする。

 （居室内に設置していない場合）

（居室内に設置していない場合）

（要介護者等を入居対象とする場合）

 

（居室内に設置していない場合）

神奈川県有料老人ホーム設置運営指導指針 適合表

不適合となっている項目についてチェック

その他（上記項目以外の主な指針不適合事項）

廊下 適合 ※すべての居室が個室で、床面積が18㎡以上であって、
　　かつ、居室内に便所及び洗面設備が設置されている
　　場合は廊下の有効幅員は1.4ｍ以上とすることができる。

17

 （未設置箇所）

個室ではない（相部屋がある）。
面積が13㎡以上(夫婦等居室は一人当たり10.65㎡以上)ない。
界壁で区分されていない。

身体の不自由な者が使用するのに適していない。

常夜灯がない。
手すりがない。

廊下幅が1.8m(1.4m※)以上ない。

引き戸やドアハンドル等を備えていない。

一時介護室 浴室

脱衣室 便所

居室

居室の近くにない。

機能を十分に発揮し得る適当な広さ有していない。

全ての入居者が利用できる適当な規模・数を設けていない。

全ての入居者が利用できる適当な規模・数を設けていない。

全ての入居者が利用できる適当な規模・数を設けていない。

プライバシーの保護に配慮した構造になっていない。

居室のある階ごとに設置していない。
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別添３   介護保険サービスに関する給付体制等の一覧表（介護付の場合のみ） 

 

 

１ 給付体制等の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険施設種別 

１ 介護専用型 ② 混合型  ３ 混合型（外部サービス利用型） 

４ 地域密着型 ⑤ 介護予防 ６ 介護予防（外部サービス利用

型） 

介護保険に係る利

用料(適用を受け

る場合は、市区町

村から交付される

「介護保険負担割

合証」に記載され

た利用者負担の割

合に応じた額) 

 
特定施設入居者生活介護         （１か月 30日の例） 

     月  額   自己負担額(1割)  自己負担額(2割) 

要介護１   188,528円   18,853円 37,706円 

要介護２   208,028円   20,803円 41,606円 

要介護３   232,42円   23,205円 46,410円 

要介護４   253,987円   25,399円 50,798円 

要介護５   277,656円   27,766円 55,538円 

 

各種加算の状況 

身体拘束廃止取組の有無 減算型・基準型 

退院・退所時連携加算 無 ・ 有 

入居継続支援加算 無 ・ 有 

生活機能向上連携加算 無 ・ 有 

個別機能訓練加算  無 ・ 有 

夜間看護体制加算  無 ・ 有 

若年性認知症入居者受入加算 無 ・ 有 

医療機関連携加算   無 ・ 有 

口腔衛生管理体制加算 無 ・ 有 

栄養スクリーニング加算 無 ・ 有 

看取り介護加算    無 ・ 有 

科学的介護推進体制加算 無 ・ 有 

認知症専門ケア加算 無・有 
（Ⅰ） 

（Ⅱ） 

サービス提供体制強化加算 無・有 

（Ⅰ）イ 

（Ⅰ）ロ 

（Ⅱ） 

（Ⅲ） 

介護職員処遇改善加算 無・有 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

介護職員等特定処遇改善加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 
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２ 要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体制 

 前々年度の平均値 前年度の平均値 
記入日時点の 

平均値 

要支援者の人数 3 3 5 

要介護者の人数 22.2 28.6 32 

指定基準上の直接処遇職員の人数  8.4 10.5 12.3 

配置している直接処遇職員の人数  13.4 14.7 16.5 

要支援者・要介護者の合計数人に対

する配置直接処遇職員の人数の割

合 

1.8：１ 2.2：1 2.2：1 

常勤換算方法の考え方 常勤職員の週勤務時間 40時間で除して算出 

従業者の勤務体制の概要 

介護職員 早番  ７：３０～１６：００ 

     日勤  ９：００～１８：００ 

     夜勤 １７：００～１０：００ 

看護職員 早番   ：  ～  ：   

     日勤  ９：００～１８：００ 

     夜勤   ：  ～  ：   

 

介護保険に係る利用

料(適用を受ける場合

は、市区町村から交付

される「介護保険負担

割合証」に記載された

利用者負担の割合に

応じた額) 

介護予防特定施設入居者生活介護    （１か月 30日の例） 

    月 額   自己負担額(1割)  自己負担額(2割) 

要支援１   64,372円   6,438円 12,876円 

要支援２   107,217円   10,722円 21,444円 
 
 各種加算の状況 

身体拘束廃止取組の有無 (減算型・基準型） 

生活機能向上連携加算 無 ・ 有 

個別機能訓練加算  無 ・ 有 

若年性認知症入居者受入加算 無 ・ 有 

医療機関連携加算   無 ・ 有 

口腔衛生管理体制加算 無 ・ 有 

栄養スクリーニング加算 無 ・ 有 

科学的介護推進体制加算 無 ・ 有 

認知症専門ケア加算 無・有 
（Ⅰ） 

（Ⅱ） 

サービス提供体制強化加算 無・有 

（Ⅰ）イ 

（Ⅰ）ロ 

（Ⅱ） 

（Ⅲ） 

介護職員処遇改善加算 無・有 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

介護職員等特定処遇改善加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 
 

短期利用の設定（短期利用特定

施設入居者生活介護の届出） 
無 ・有 別添短期利用のサービス等の概要 参照 



  

 

 

別添４        

短期利用のサービス等の概要 

１ サービスの利用期間と内容 

利用可能期間 最短 ２日  ～  最長 ３０日 

サービスの内容 重要事項説明書の「４ サービス内容」のとおり。 

 

２ 利用料 

費用の支払方法 日額利用料その他は、利用終了時に一括払い。 

一泊あたりの利用料   7,610円  ～  

 

 

年齢に応じた金額設定 無 ・ 有 

要介護状態に応じた金額設定   無 ・ 有 

 

料金プラン  

利用料 

内  訳 

管理費 
介護 

費用 
食費 

光熱 

水費 

家賃 

相当額 
その他 

7,610 1,980 ― 2,200 ― 3,430 ― 

     （非課税）  

算定根拠  

管理費 月払い方式の設定の30分の1に相当する額 

介護費用 － 

食費 月払い方式の設定で定める1日あたりの料金 

光熱水費 － 

家賃相当額 
月払い方式の設定の30分の1に相当額を勘案して算出。

100円未満切り上げ。 

その他 － 

１日あたりの利用料に含

まれない実費負担等 ※ 
重要事項説明書に記載のとおり。 

介護保険に係る利用料 

(適用を受ける場合は、市

区町村から交付される「介

護保険負担割合証」に記載

された利用者負担の割合

に応じた額) 

○特定施設入居者生活介護     

       日  額   
利用者負担額 

（ １割 / 2割の場合） 

要介護１ ６；２８４円 ６２８円 / １，２５６円 

要介護２ ６，９３４円 ６９３円 / １，３８６円 

要介護３ ７，７３５円 ７７４円 / １，５４８円 

要介護４ ８，４６６円 ８４７円 / １，６９４円 

要介護５ ９，２５５円 ９２６円 / １，８５２円 

 ○各種加算の状況  

夜間看護体制加算  (無・有） 

サービス提供体制強化加算 (無・有） 

（Ⅰ）イ 
（Ⅰ）ロ 
（Ⅱ） 
（Ⅲ） 

介護職員処遇改善加算 (無・有） 

Ⅰ 
Ⅱ 
Ⅲ 
Ⅳ 
Ⅴ 

介護職員等特定処遇改善加算 (無・有） 
Ⅰ 
Ⅱ 

 

 ３ その他 

利用（契約）に際しての留意点、特記事項等 
 

 
 


